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参考資料 

１ 用語解説 

語句 説明 初出 
ページ数

あ行

あいち森と緑づくり
都市緑化推進事業 

都市における樹林地の保全・創出・活用を図る事業や、民有地
の緑化、県民参加で実施する緑化活動や都市緑化の普及啓発活動
等への支援を図るための事業。

29 

アダプトプログラム 
一定区画の公共の場所を養子に見立て、市民がわが子のように

愛情をもって育て（清掃美化等を行い）、行政がこれを支援する
制度。

30 

ESD 

Education for Sustainable Development の略。「持続可能な
開発のための教育」の意味で、一人ひとりが世界の人々や将来世
代、また、環境との関係性の中で生きていることを認識し、持続
可能な社会の実現に向けて行動を変革するための教育。

7 

イングリッシュガー
デン

英国式の、自然や風景をそのまま生かした庭園のこと。左右対
称に草花や造形物を組み合わせる幾何学的なデザインが特徴。

45 

インフラ 
日々の生活を支える基盤（下部構造）。公共施設、ガス・水道、

道路・線路、電話・電気等、それがないと生活が成り立たないも
のを指す。

9 

ＮＧＯ Non governmental Organization の略。「非政府組織」の意味
で、政府間協定によらずに設立された国際協力組織。

10 

ＮＰＯ 
Non Profit Organization の略。「民間非営利組織」の意味で、

営利を目的とせず、利益を関係者に配分しないことを基本に社会
的使命の追及を目的とし、自発的な活動を継続して行う団体。

58 

オープンガーデン 一般の庭を一定期間公開する活動のこと。 30 

屋上緑化 建築物の断熱性や景観の向上等を目的として、屋根や屋上に植
物を植え緑化すること。 58 

温室効果ガス 大気中の二酸化炭素やメタン等、太陽からの熱を地球に封じ込
め、地表を暖める働きがあるガスのこと。

9 

か行

クリーンエネルギー 二酸化炭素（CO2）や窒素酸化物（NOx）等の有害物質を排出
しない、または排出量の少ないエネルギー源のこと。

7 

グローバル・パート
ナーシップ 世界平和・環境問題等、世界的問題の解決のため提携すること。 10 

…検討します。 日進市が実現可能性を検討すべき取組について記述した語尾
表現。

70 

コミュニティ 地域社会。共同体意識を持って共同生活を営む一定の地域及び
その人々の集団。

39 
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さ行

里山 人間の働きかけを通じて環境が形成され、野生生物と人間とが
様々な関わりを持ってきた山地等。

2 

市街化区域 
都市計画区域内で、既に市街地を形成している区域及び概ね10

年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域として、都市
計画法第 7条第 2項に基づいて計画決定された区域。

14 

市街化調整区域 都市計画区域内で、市街化を抑制する区域として、都市計画法
第 7条第 3項に基づいて計画決定された区域。

14 

持続可能 将来に渡って持続的・永続的に活動を営むこと。 2 

市民意識調査 
総合計画の実現に向け、各施策の進捗状況の確認と市民の多様

なニーズを把握するため、日進市在住の 18 歳以上の方を無作為
抽出し隔年で行っている調査のこと。

21 

ジェンダー 
生物学的な性別（sex）に対して、社会的・文化的につくられ

る性別のことを指し、世の中の男性と女性の役割の違いによって
生まれる性別のこと。

7 

森林環境譲与税 

2018 年（平成 30 年）5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、
パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減
目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方
財源を安定的に確保する観点から創設された。

58 

森林法 森林の保護・培養と森林生産力の増進に関する基本的事項を規
定する法律。1951 年（昭和 26 年）施行。

17 

…推進します。 日進市が具体的に実施する事業や施策について記述した語尾
表現。

86 

ストック効果 整備された産業や生活の基盤となる公共施設が機能すること
で、整備直後から継続的かつ中長期に渡って得られる効果。

14 

３Ｒ（スリーアール）
リデュース（Reduce 物を大切に使い、ごみを減らす）、リユ

ース（Reuse 使える物は繰り返し使う）、リサイクル（Recycle 
ごみを資源として再び利用する）の３つのＲ（アール）の総称。

9 

生産緑地 

良好な都市環境を確保するため、市街化区域内の農地につい
て、農林漁業との調整を図りつつ、都市部に残存する農地の計画
的な保全を図るために指定するものであり、農林業の継続が可能
な条件を備えている 500 ㎡以上の面積を持つものを原則として
指定できる。

17 

生物多様性 
いろいろな生物が存在していることで、あらゆる生物種（動物、

植物、微生物）と、それによって成り立っている生態系、さらに
生物が過去から未来へと伝える遺伝子を合わせた概念。

7 

…促進します。 市民、事業者、国県関係機関等が実現すべき取組について記述
した語尾表現。

70 

ゾーニング 
類似した性格の空間、事象をまとめてそのあり方を考えていく

行為。都市計画においては、用途地域制をはじめとする地域地区
によって土地利用を面的に規制していく行為。

44 
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た行

地域森林計画 

都道府県知事が、全国森林計画に即して、民有林について森林
計画区(全158計画区)別に5年ごとに10年を一期として策定す
る計画で、都道府県の森林関連施策の方向及び地域的な特性に応
じた森林整備及び保全の目標等を明らかにするとともに、市町村
森林整備計画の策定に当たっての指針となるもの。

26 

東部丘陵地 名古屋東部丘陵の一角を構成している、日進市の東部の丘陵地
に広がる森林。

25 

都市機能 文化、教育、保健・医療・福祉、商業、工業などのサービスを
提供する機能のこと。 49 

土地区画整理事業 

宅地の利用増進と公共施設の整備改善を図るため、土地の区画
形質の変更、公共施設の新設、変更を同時に行い、健全な市街地
を形成する事業。減歩と換地の制度により、公園、街路等の公共
施設用地を生み出すところに大きな特色がある。

14 

な行

農業振興地域 

農業の近代化、公共投資の計画的推進など、農業の振興を図る
ことを目的として、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づ
き定められる区域。対象となるのは、農業の振興を図ることが相
当と認められ、かつ農用地として利用すべき相当規模の土地があ
る等の地域。

3 

農地転用 

農地を宅地などほかの用途に転換すること。農地法では、転用
または転用を目的とした権利の設定・移転に対して規制を設けて
おり、都道府県知事（４ha を越える場合は農林水産大臣）の許
可が必要。

28 

は行

…図ります。 日進市が実施に向けて調整すべき取組について記述した語尾
表現。

11 

ハンギングバスケッ
ト 植物を植えて吊り下げたり、掛けたりできる花鉢のこと。 29 

PDCA サイクル 
Plan（計画）→ Do（実行）→ Check（点検・評価）→ Action

（改善）の 4段階を繰り返すことによって、計画における管理業
務を継続的に改善していく手法のこと。

89 

ビオトープ 特定の生物群集が生息できるような良好な環境の空間。また、
自然の生態系に接することができる場所として整備された空間。

33 

ポケットパーク 道路整備や交差点の改良など公共空間の改善等によって生ま
れたスペースに、ベンチを置くなどして作った小さな公園。

31 

歩行者・自転車ネッ
トワーク 

人を主体とした魅力ある都市環境・空間形成を図るため、歩行
空間や自転車による走行空間を、安全で快適な空間として連続的
に繋げた空間形成を図ること。

70 
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ま行

道の駅 
安全で快適に道路を利用するための道路交通環境の提供、地域

のにぎわい創出を目的とした施設で、地域とともにつくる個性豊
かなにぎわいの場としての活用が期待される施設のこと。

45 

緑とオープンスペー
ス 

新たな時代の都市マネジメントに対応した都市公園等のあり
方検討会において、「都市公園、都市公園以外の公共施設緑地（河
川緑地、街路樹、市民農園、庁舎・公営住宅等の植栽地等）、民
間施設緑地（公開空地、民間施設の屋上緑化等）、法律や条令等
により保全されている地域性緑地（特別緑地保全地区、生産緑地
地区、市民緑地、協定による緑地の保全地区等）を包含する概念
として位置づけられている。

5 

緑のカーテン ゴーヤ等のつる性植物を日の差し込む窓の外側に植え付けて、
カーテン状に育てたもの。 29 

わ行

ワークショップ 

問題解決やトレーニングの手法で、住民参加型 まちづくりに
おける合意形成の手法としてよく用いられている。一方通行的な
知識や技術の伝達でなく、参加者が自ら参加・体験し、グループ
の相互作用の中で何かを学びあったり創り出したりする、双方向
的な学びと創造のスタイルのこと。

21 
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2 計画改定の経緯 

年月日 会議・調査 

2017 年(平成 29年) ８ 月 １ 日 2017 年度（平成 29 年度）第１回都市計画審議会 

2018 年(平成 30年) 10 月 ９ 日 2018 年度（平成 30 年度）第１回都市計画審議会 

11 月 18 日
第 19 回にっしん市民まつり 

（未来のにっしんお絵かきブース） 

2019 年(平成 31年) ３ 月 11 日 2018 年度（平成 30 年度）第３回都市計画審議会 

2019 年(令和元年) ６ 月 30 日
にっしんわくわくミライ会議（第２回） 

（まちづくりについての学区別アンケート） 

７ 月 ６ 日
2019 年（令和元年）にっしんわいわいフェスティバル 

（まちづくりについての学区別アンケート） 

８ 月 ２ 日 2019 年度（令和元年度）第１回都市計画審議会 

９ 月 15 日
第 18 回にっしん夢まつり 

（まちづくりについての学区別アンケート） 

10 月 ３ 日 2019 年度（令和元年度）第２回都市計画審議会 

10 月 26 日 第１回 地域別ワークショップ 

11 月 14 日 2019 年度（令和元年度）第３回都市計画審議会 

11 月 24 日 第２回 地域別ワークショップ 

12 月 21 日 第３回 地域別ワークショップ 

2020 年(令和２年) １ 月 18 日 第４回 地域別ワークショップ 

10 月 ８ 日 2020 年度（令和２年度）第１回都市計画審議会 

12 月 11 日 2020 年度（令和２年度）第２回都市計画審議会 

2021 年(令和３年) １ 月 20 日
2020 年度（令和２年度）第３回都市計画審議会 

（書面会議） 

１

２

月

月

27

26

日

日

～ 
パブリックコメント実施 

３ 月 25 日 2020 年度（令和２年度）第４回都市計画審議会 
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３ 日進市都市計画審議会

（１）条例 
○日進市都市計画審議会条例 

昭和 44 年 7 月 1 日 

条例第 11号 

改正 平成 12年 3月 28 日条例第 30 号 

(趣旨) 

第 1 条 この条例は、都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号。以下「法」という。)第 77 条の 2の規

定に基づき、日進市都市計画審議会の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるも

のとする。 

(設置) 

第 2 条 法第 77 条の 2 第 1 項の規定に基づき、日進市都市計画審議会(以下「審議会」という。)

を設置する。 

(組織) 

第 3 条 審議会は、委員 15 人以内で組織する。 

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。 

(1) 市議会の議員 

(2) 学識経験を有する者 

3 市長は、前項に規定する者のほか、関係行政機関若しくは県の職員又は市内に住所を有する

者のうちから、委員を任命することができる。 

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期

間とする。 

5 委員は、再任されることができる。 

(臨時委員) 

第 4 条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くこ

とができる。 

2 臨時委員は、市長が任命する。 

3 臨時委員は、その特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 

(会長) 

第 5 条 審議会に会長を置き、学識経験を有する者につき任命された委員のうちから委員の選挙に

よりこれを定める。 

2 会長は、会務を総理する。 

3 会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職

務を代理する。 

(会議) 

第 6 条 審議会の会議は、会長が招集する。 

2 審議会の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ開くこと

ができない。 

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否

同数のときは会長の決するところによる。 

(庶務) 

第 7 条 審議会の庶務は、市長の定める部課において所掌する。 

(委任) 

第 8 条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。 
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附 則 

この条例は、昭和 44 年 7月 1 日から施行する。 

附 則(平成 12年 3月 28日条例第 30 号) 

1 この条例は、平成 12年 4月 1 日から施行する。 

2 この条例の施行の際現に改正前の日進市都市計画審議会条例(以下「改正前の条例」とい

う。)第 3条第 2項第 1号に掲げる者につき任命された委員並びに同項第 3号、第 4号、第

6号及び第 7号に掲げる者につき任命された委員は、それぞれ改正後の日進市都市計画審議

会条例第 3 条第 2 項第 1 号に掲げる者につき任命された委員並びに同項第 2 号に掲げる者

につき任命された委員とみなす。この場合において、委員の任期については、その者が改

正前の条例第 5条の規定により任命された日から起算する。
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（２）委員名簿 

区分 氏名 所属等 任期

第３条第２項

第１号 

市議会の議員 

白井 えり子 

(青山 耕三) 
日進市議会議員 

2019 年（令和元年）７月１日～2021 年（令和３年）６月 30 日 

(2017 年（平成 29 年）５月 18 日～2019 年（平成 31 年）５月 17 日) 

福安 淳也 日進市議会議員 
2019 年（令和元年）７月１日～2021 年（令和３年）６月 30 日 

(2017 年（平成 29 年）５月 18 日～2019 年（平成 31 年）５月 17 日) 

水野 たかはる 

(山根 みちよ) 
日進市議会議員 

2019 年（令和元年）７月１日～2021 年（令和３年）６月 30 日 

(2017 年（平成 29 年）５月 18 日～2019 年（平成 31 年）５月 17 日) 

第３条第２項

第２号 

学識経験を有

する者 

◎ 武田 好正 元愛知県職員 
2019 年（令和元年）７月１日～2021 年（令和３年）６月 30 日 

(2017 年（平成 29 年）６月１日～2019 年（平成 31 年）５月 31 日) 

〇 武田 美恵 
愛知工業大学工学部 

准教授 

2019 年（令和元年）７月１日～2021 年（令和３年）６月 30 日 

(2017 年（平成 29 年）６月１日～2019 年（平成 31 年）５月 31 日) 

牧 秀次 日進市商工会 2017 年（平成 29 年）７月１日～2021 年（令和３年）６月 30 日 

市川 豊 日進市農業委員会 2017 年（平成 29 年）７月１日～2021 年（令和３年）６月 30 日 

森本 直樹 日進市教育委員会 2017 年（平成 29 年）７月１日～2021 年（令和３年）６月 30 日 

第３条第３項 

関係行政機関

の職員 

鈴木 敏 

(中山 肇) 

(北川 淳) 

(後藤 久雄) 

愛知警察署 

2020 年（令和２年）４月１日～2021 年（令和３年）６月 30 日 

(2019 年（令和元年）７月１日～2020 年（令和２年）３月 31 日) 

(2018 年（平成 30 年）４月１日～2019 年（平成 31 年）３月 31 日) 

(2017 年（平成 29 年）４月１日～2018 年（平成 30 年）３月 31 日) 

第３条第３項 

市内に住所を

有する者 

堀場 政行 

(菅沼 成明) 
市民公募委員 

2019 年（令和元年）７月１日～2021 年（令和３年）６月 30 日 

(2017 年（平成 29 年）６月１日～2019 年（平成 31 年）５月 31 日) 

森永 泰彦 

(住田 穗積) 
市民公募委員 

2019 年（令和元年）７月１日～2021 年（令和３年）６月 30 日 

(2017 年（平成 29 年）６月１日～2019 年（平成 31 年）５月 31 日) 

第４条 

特別の事項を

調査審議する

臨時委員 

松本 幸正 名城大学理工学部教授 2019 年（平成 31 年）３月 11 日～調査審議終了まで 

福安 勝幸 日進市消防団 2019 年（平成 31 年）３月 11 日～調査審議終了まで 

堀之内 秀紀 日進市社会福祉協議会 2019 年（平成 31 年）３月 11 日～調査審議終了まで 

丹羽 みさか 
NPO 法人ファミリー 

ステーション Rin 
2019 年（平成 31 年）３月 11 日～調査審議終了まで 

オブザーバー 

齊藤 保則 

(片山 貴視) 

愛知県都市整備局都市

基盤部都市計画課長 

2020 年（令和２年）４月１日～調査審議終了まで 

(2019 年（平成 31 年）３月 11 日～2020 年（令和２年）３月 31 日) 

小嶋 幸則 

(桜井 種生) 

愛知県都市整備局都市

基盤部公園緑地課長 

2019 年（平成 31 年）４月１日～調査審議終了まで 

(2019 年（平成 31 年）３月 11 日～2019 年（平成 31 年）３月 31 日) 

杉本 孝博 

(林 克生) 

愛知県尾張建設事務所

企画調整監 

2020 年（令和２年）４月１日～調査審議終了まで 

(2019 年（平成 31 年）３月 11 日～2020 年（令和２年）３月 31 日) 

※◎は会長、○は職務代理、（ ）は前任 
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（３）審議会の開催概要 

回数 日時 審議内容 

2017 年度 

(平成 29 年度) 

第１回 

2017 年（平成 29 年） 

８月１日 

■「にっしんの都市計画について」の議題において概

要説明 

2018 年度 

（平成 30年度）

第１回 

2018 年（平成 30 年） 

10 月９日 

■「日進市緑の基本計画（案）」の改定及び体制につ

いて説明 

2018 年度 

（平成 30年度）

第３回 

2019 年（平成 31 年） 

３月 11 日 

■臨時委員・オブザーバー委嘱。現況整理等の進捗状

況について報告 

2019 年度 

（令和元年度） 

第１回 

2019 年（令和元年） 

８月２日 
■進捗状況について報告 

2019 年度 

（令和元年度） 

第２回 

2019 年（令和元年） 

10 月３日 
■数値的目標について 

2019 年度 

（令和元年度） 

第３回 

2019 年（令和元年） 

11 月 14 日 
■計画の方向性について 

2020 年度 

（令和２年度） 

第１回 

2020 年（令和２年） 

10 月８日 

■計画で対象とする緑（案）、計画の基本理念（案）、

緑の将来像と基本方針（案）、計画目標（案）、緑

の取組（案）について 

2020 年度 

（令和２年度） 

第２回 

2020 年（令和２年） 

12 月 11 日 

■緑の現況と課題（案）、緑の将来像と基本方針（案）、

計画を推進するための取組（案）、地域別目標（案）、

計画の推進（案）について 

2020 年度 

（令和２年度） 

第３回 

2021 年（令和３年） 

１月 20 日 
■パブリックコメント案（本編・概要版）について 

2020 年度 

（令和２年度） 

第４回 

2021 年（令和３年） 

３月 25 日 
■緑の基本計画改定案について 
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（４）諮問
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（５）答申（案）
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４ 地域別ワークショップ

（１）開催概要 

回数 日時 場所 参加者数 

第１回 
2019 年（令和元年） 

10 月 26 日（土） 

10：00～12：00 
障害者福祉センター 

大会議室 
10 名 

14：00～16：00 
東部福祉会館 

大広間 
20 名 

議題 

■都市マスタープラン・緑の基本計画について勉強する 

■地域のいいところ・気になるところを探す 

■各地域の議論の内容を聞く 

回数 日時 場所 参加者数 

第２回 
2019 年（令和元年） 

11 月 24 日（日） 

10：00～12：00 
生涯学習プラザ 

学習室１・２ 
８名 

14：00～16：00 
相野山福祉会館 

大広間 
31 名 

議題 

■第１回の振り返り 

■地域のまちづくりの取り組みアイデアを考える 

■各地域の議論の内容を聞く 

回数 日時 場所 参加者数 

第３回 
2019 年（令和元年） 

12 月 21 日（土） 

10：00～12：00 
北部福祉会館 

多目的ホール 
30 名 

14：00～16：00 
西部福祉会館 

集会室２・３ 
12 名 

議題 

■第２回の振り返り 

■市民で出来る地域の緑づくりを考える 

■市民で出来る地域のまちづくりを考える 

■各地域の議論の内容を聞く 

回数 日時 場所 参加者数 

第４回 
2020 年（令和２年） 

１月 18 日（土） 

10：00～12：00 
中央福祉センター 

多機能室（南） 
28 名 

14：00～16：00 
岩崎台・香久山福祉会館 

集会室２・３ 
12 名 

議題 

■第３回の振り返り 

■地域のまちづくり・緑づくりアイデアをまとめ 

■地域の将来像について考える 

■各地域のとりまとめた内容を聞く 
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（２）地域別ワークショップニュース 



106 



107 
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111 



112 
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（３）検討内容の詳細 
地域別ワークショップの会議資料や各回の意見の詳細については、市のウェブサイトで公開し
ています。 

URL: https://www.city.nisshin.lg.jp/department/tosiseibi/toshi/7/2/2/8692.html
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５ パブリックコメント 

【開催概要】 

項 目 内 容 

実施期間 
2021 年（令和３年）１月 27 日（水）～ 

2021 年（令和３年）２月 26 日（金） 

閲覧場所 

・日進市役所北庁舎 1階都市計画課 

・本庁舎 1階情報公開窓口 

・図書館 

・各福祉会館 

・市ホームページ 

意見の提出方法 窓口手渡し、郵送、FAX、電子メール 

募集結果 13 名、56 件 


